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７ 道州制における国・道州・市町村の役割分担のイメージ 
 
事務の実施主体による役割分担のイメージ 

道州 
分野 国 

本庁 地方機関（又は市） 市町村 

基本 
安全 

・司法、外交、通貨 
・防衛 
・防災 

 
・警察（広域） 
・防災（広域） 

 
・警察（地域） 
・防災（地域） 

 
・消防 
・防災、防犯 

生活 
環境 

・出入国管理 
 
 
 
・地球環境保全 

 
 
・伊勢湾浄化、自動
車環境対策 

・地球環境保全 
・自然環境保全(計画) 
 

 
 
・公害防止 
・産業廃棄物 
 
・自然環境保全(事業) 
・男女共同参画、交
通安全、文化、国
際交流等 

・住民登録、戸籍 
・上水道 
・公害防止 
・一般廃棄物 
 
・（自然環境保全） 
・男女共同参画、交通
安全、文化、国際交
流等 

福祉 
健康 
 
 

 
 
 
 
・健康保険、年金 
 

 
 
 
 
 
 
・医師、医薬品 

 
・児童福祉等 
 
・生活保護 
 
・地域保健 
・病院、薬局 

・介護保険 
・高齢者・障害者・児

童福祉 
・生活保護 
・国民健康保険・年金 
・地域保健 
 

教育 
 

・教科書検定 
 

・私立学校（大学含
む）・独立行政法人 

・道州立高等学校、
盲・聾・養護学校 

・市町村立小中学校・
幼稚園 

産業 
労働 
 
 
 

・経済・金融政策 
・通商、関税 
 
・知的財産 
・技術開発 

・総合産業雇用計画 
・産業再生,業界支援 
・海外投資,対日投資 
・知的財産 
・技術開発 
 
 
・職業能力開発 

 
・中小企業対策 
・（商店街振興） 
 
・試験研究 
・職業紹介 
・労働基準 
・職業能力開発 

 
・（中小企業対策） 
・商店街振興 
 
 
・（職業紹介） 
 

建設 ・広域幹線道路 
 
 
 
 
 

・道州道計画 
・河川管理計画 
 
 
・広域都市圏マスタ
ープラン 

 

・道州道（整備） 
・一級河川・二級河
川管理 

・流域下水道 
・都市計画（区域区

分） 
・建築確認 

・市町村道 
・準用河川 
 
・公共下水道 
・都市計画（地区計画

等） 
・建築確認 

農林 
水産 

・国際交渉 
・食料需給 
 
 
 
 

・農地保全・農業振
興計画 

 
 
 
・森林保全・林業振

興計画（広域） 

・生産振興 
・農家経営支援 
・道州営土地改良 
・農地転用 
・道州有林 
・森林計画、治山事
業、林業振興 

・生産振興 
 
・団体営土地改良 
・農業委員会 
・市町村有林 
・森林計画 
・林業振興 

国土 
交通 
通信 

・科学技術 
・エネルギー 
 
・航空政策 
・全国放送・通信 

・科学技術 
・エネルギー 
・水資源開発 
・広域交通政策 
・情報・通信、地域

放送 

 
 
 
・地域交通政策 
・地域情報化 

 
 
 
・地域交通事業 
・（地域情報化） 

＊道州の地方機関は、原則として「旧の国」を単位とする広域エリアを想定する。 
＊市町村の事務は現行の事務とするが、市町村の規模・能力が高まれば道州の地方機関の事務

（一部を除く）は市が担うことになる。 
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立法権の分権を行った場合の役割分担のイメージ 
 
 
 
 

 
 

 
 国 道州 市町村 

廃棄物

処理 
・廃棄物処理基本法 

基本制度 
基本基準 

・廃棄物・リサイクル総合対策の策定 
・廃棄物処理条例（産業廃棄物・一般

廃棄物） 
処理の具体的制度 
処理業、処理施設の基準 

・産業廃棄物処理計画 
・産業廃棄物処理業・処理施設の許可 

・一般廃棄物処理条例 
・一般廃棄物の処理 
・一般廃棄物処理業・処理施設の許

可 
・ごみの減量化対策 

子育て

支援 
・子育て支援基本法 

基本理念 
基本制度 

 

・少子化総合対策の策定 
・子育て支援条例 

道州が実施する事務 
道州が設置する施設 
民間施設・市町村施設の設備・運

営の基準 

・子育て支援条例 
・保育所・幼稚園（幼・保一元化） 
・児童館・子育て支援センター（保

健センターも含めた一体化も可） 
・相談 
・各種子育て支援事業 

中小企

業対策 
・中小企業対策基本法 ・中小企業総合対策の策定 

・信用保証条例など、支援の基本とな

る制度条例 
・創業支援、企業再生など、経済状況

に応じた支援施策（条例） 
・支援制度の窓口（地方機関） 

・小規模企業対策の実施 

総合雇

用対策 
・雇用対策基本法 ・総合雇用対策の策定 

・職業紹介・労働者派遣条例 
・職業能力開発条例 
・雇用創出・職業紹介・職業能力開発

等の総合的実施 

・職業紹介・相談の実施 
 

鉄道 
バス 

 

・鉄道事業法 
道州を越える鉄道事業の許可 

・広域道路運送事業法 
道州を越えるバス事業の許可 

・公共交通ネットワーク総合対策 
・道州内の鉄道事業の許可 
・地域道路運送条例 
・道州内のバス事業の許可 
 

 

 

・法律・条例はすべて仮定のものであり、仮に現在のものと名称が同じものでも、異なる内容を

想定しています。 
・議論の素材として、現在の制度の枠組みを基本に、道州制に合わせて役割を再配分したもので

あり、個々の施策について本来どういった制度が望ましいかという議論を経たものではありま

せん。 


